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衆
議
院
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員
松
原
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君
提
出
教
育
研
究
機
関
に
お
け
る
国
連
決
議
履
行
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
我
が
国
領
域
内
で
北
朝
鮮
国
民
へ
の
核
・
ミ
サ
イ
ル
開
発
に
寄
与
し
得
る
分
野
の
専
門
教
育
又
は
訓
練
」
の

防
止
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
北
朝
鮮
籍
を
有
す
る
者
の
入
国
を
原
則
禁
止
し
、
ま
た
、
在
日
外
国
人
で
あ
る
核
・

ミ
サ
イ
ル
技
術
者
の
北
朝
鮮
を
渡
航
先
と
し
た
再
入
国
を
禁
止
し
、
さ
ら
に
、
特
定
技
術
を
北
朝
鮮
に
提
供
す
る
等
の
役
務

取
引
を
禁
止
す
る
と
い
う
措
置
を
講
じ
て
い
る
。


